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付議した案件 

（1）  農地法第３条の規定による許可申請承認について 

（2）  農地法第４条の規定による許可申請承認について 

（3）  農地法第５条の規定による許可申請承認について 

（4） 農用地利用集積等促進計画案（所有権移転）について 

（5）  農用地利用集積等促進計画案（貸借権設定）について 

（6）  令和８年度農作業料金【参考】（案）について 

 

 

 

会議の日程 

 

  日程第１ 

 

会議録署名委員の指名について 

 

  日程第２ 

 

会期の決定について 

 

日程第３ 

 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請承認について 

 

議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請承認について 

 

議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請承認について 

 

議案第４号 農用地利用集積計等促進計画案（所有権移転）について 

      

議案第５号 農用地利用集積計等促進計画案（貸借権設定）について 

 

議案第６号 令和８年度農作業料金【参考】（案）について 

 

 

 

 

 

 



議長   ただ今から、令和８年第１回新富町農業委員会定例総会を開会いた

します。本日の出席者は農業委員８名、農地利用最適化推進委員８名で

あります。定足数に達していますので総会は成立しております。 

 

議長   12 月定例総会以降における業務報告につきましては、お手元に配布

のとおりです。ほかに報告事項があれば事務局の説明をお願いします。 

 

事務局  （報告事項を報告） 

 

議長   この件について質問等はないですか。 

 

議長   それでは質問もないようですので、この件については終わります。 

                                          

 

議長   日程第１ 会議録署名委員の指名を行います。 

会議録署名委員に、３番 山口弘安委員、４番 芳野京子委員を指名

いたします。 

                                        

    

議長   日程第２ 会期の決定の件を議題といたします。 

お諮りします。本定例会の会期は本日 1日間としたいと思いますが、

異議ありませんか。 

 

（異議なし声あり） 

 

議長   異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は本日 1 日間と決定

いたしました。 

                                      

 

議長   それでは、議事に入りたいと思います。 

     日程第３ 議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請承認に 

ついて」を議題といたします。 

 

議長   その１について、現地調査の報告を含め事務局に説明を求めます。 

 

事務局  その１についてご説明いたします。 

譲受人は■■■■さん、譲渡人は■■■■さん、申請地は大字新田字 



■■■■■■■■の畑で7.92㎡です。所有権移転の経営規模拡大で 10a 

あたり■■■■■■円の対価額は■■円となっております。 

次に、現地調査についてご報告いたします。事務局にて現地を確認し 

た結果、申請地は自己所有の畑に隣接した農地で、道路から進入するの 

に必要な農地でした。また、耕作に問題のない土地でした。説明は以上 

です。 

 

議長   担当委員の補足説明はないですか。 

 

前田   ありません。 

 

議長   ただ今、説明が終わりましたが質問等はないですか。 

 

議長   質問等はないですか。 

 

議長   それでは、質問もないようですので採決いたします。 

議案第１号について、承認される方の挙手を求めます。 

 

議長   挙手全員ですので、議案第１号については申請どおり承認されまし

た。 

 

                              

 

議長   次に、議案第２号 「農地法第４条の規定による許可申請承認につい

て」を議題といたします。 

 

議長   それでは、その 1について事務局に説明を求めます。 

 

事務局  その１についてご説明いたします。 

現地調査資料の１ページをご覧ください。申請人は大字新田■■■

の■■■■さんです。申請地は大字新田字■■■■■で登記地目が畑、

現況が宅地の 579㎡になります。場所については、■地区集会所から南

150ｍほど進んだ土地になります。（航空写真で位置を説明）申請内容は

牛舎となります。２ページの利用計画図をご確認ください。申請理由は

議案書記載のとおりで、対象地は周辺の状況から、生産性の低い小集団

の農地と考えられますので、第２種農地と判断しており、許可相当と判

断いたしました。なお、本案件はすでに牛舎が建設されており追認事例



になります。説明は以上です。 

 

議長   それでは、担当委員から現地調査の報告をお願いします。  

 

議長   ６番 藤井貞敏委員 

 

藤井   ６番藤井が現地調査の報告をいたします。現地の方を今日確認しま

したが、特別、排水の方は問題ないという状況でしたので、牛舎は建っ

ておりましたが追認ということで問題ないと思います。以上です 

 

議長   地元委員からは何かありますか。 

 

猪俣   ありません。 

 

議長   次に、その２について事務局に説明を求めます。 

 

事務局  その２についてご説明いたします。 

現地調査資料の３ページをご覧ください。申請人は大字下富田■■

■の■■■■さんです。申請地は大字下富田字■■■■■■■の田 662

㎡及び■■■■の畑 122㎡で合計 784㎡になります。場所については、

■■■地区集会所から北に 90ｍほど進んだ土地になります。（航空写真

で位置を説明）申請内容は農作業場及び農業機械置場となります。４ペ

ージの利用計画図をご確認ください。申請理由は議案書記載のとおり

で、申請地は周辺の農地の広がりから第１種農地と判断しております

が、農業用の施設として利用するということで不許可の例外に該当い

たしますので許可相当と判断いたしました。説明は以上です。 

 

議長   それでは、担当委員から現地調査の報告をお願いします。  

 

議長   13番 倉永英生委員 

 

倉永   先程、事務局から説明がありましたように、申請された土地は農業用

施設ということで、宅地に隣接する部分であります。問題ないと考えて

おります。以上です。 

 

議長   地元委員からは何かありますか。 

 



長友嘉  ないです。 

 

議長   次に、その３について事務局に説明を求めます。 

 

事務局  その３についてご説明いたします。 

現地調査資料の５ページをご覧ください。申請人はその２と同じく

■■■■さんです。申請地は大字下富田字■■■■■■■の畑で 27㎡

になります。場所については、先ほど説明しましたその２の隣接地にな

ります。申請内容は住宅敷地となります。６ページの利用計画図をご確

認ください。申請理由は議案書記載のとおりで、申請地は周辺の農地の

広がりから第１種農地と判断しておりますが、「住宅その他申請に係る

土地の周辺の地域において居住する者の日常生活又は業務上必要な施

設で集落に接続して設置されるもの」ということで不許可の例外に該

当いたしますので許可相当と判断いたしました。なお、既に住宅敷地と

して利用されているため、追認事例となります。説明は以上 

です。 

 

議長   それでは、担当委員から現地調査の報告をお願いします。  

 

議長   13番 倉永英生委員 

 

倉永   13 番倉永が現地調査の報告をいたします。今、説明がありましたと

おり、申請地については既に宅地として利用されておりまして、面積も

小さく宅地利用ということで問題ないと判断しております。以上です。 

 

議長   地元委員からは何かありますか。 

 

長友嘉  ないです。 

 

議長   ただ今、議案第２号について説明が終わりましたがご質問等はない

ですか。 

 

議長   質問等はないですか。 

 

議長   それでは、質問もないようですので採決いたします。 

議案第２号について、承認される方の挙手を求めます。 

 



議長   挙手全員ですので、議案第２号については申請どおり承認されまし

た。よって、申請どおり県知事に進達する事といたします。 

 

                              

 

議長   次に、議案第３号 「農地法第５条の規定による許可申請承認につい

て」を議題といたします。 

 

議長   それでは、その 1について事務局に説明を求めます。 

 

事務局  その１についてご説明いたします。 

現地調査資料の７ページをご覧ください。譲受人は■■■■■さん、

譲渡人は■■■■さんです。申請地は富田北■■■■■■■で、登記地

目及び現況が畑の 362㎡になります。場所については、国道 10号線沿

いにある、■■■■■■■■■■■■■から南に 90ｍほど進んだ土地

になります。（航空写真で位置を説明）申請内容は一般個人住宅建築に

なります。８ページの利用計画図をご確認ください。申請理由は議案書

記載のとおりで、申請地は都市計画区域内の第 1 種住居地域に指定さ

れているため、第３種農地と判断し、許可相当と判断いたしました。説

明は以上です。 

 

議長   それでは、現地調査の報告も兼ねて担当委員の説明をお願いします。  

 

議長   ３番 山口弘安 委員 

 

山口   ３番山口が現地調査の報告をいたします。現地は住宅用地として整

備されており、何ら問題ないと思われます。以上です。 

 

議長   ただ今、議案第３号について説明が終わりましたが、質問等はないで

すか。 

 

議長   質問等はないですか。 

 

議長   それでは、質問もないようですので採決いたします。 

  議案第３号について、承認される方の挙手を求めます。 

 

議長   挙手全員ですので、議案第３号については申請どおり承認されまし



た。よって、申請どおり県知事に進達する事といたします。 

                               

 

議長   次に、議案第４号「農用地利用集積等促進計画案（所有権移転）つい

て」を議題といたします。 

 

議長   それでは、その１の所有権移転について関係委員の説明を求めます。 

 

     10番 猪俣 忠委員 

 

猪俣   10 番猪俣が申請番号１について説明いたします。譲渡人が大字上富

田■■■■■■■■■■■■■■の■■■■です。この方は新田■■

■■出身の方です。筆数は畑と田んぼで 29筆あります。新田■■■■

の田 520㎡から新田■■■■の畑 660㎡までで 29筆ありますが、その

うち田んぼが 16 筆 6,909 ㎡、畑が 13 筆の 7,799 ㎡計 29 筆で 14,708

㎡です。買受申出者が同じく■■■の■■■■さんで畜産関係から水

稲、千切り大根、甘藷等を作って拡大されている方です。経営規模拡大

で 10a あたりが■■■■円となっていますけど、これは田んぼと畑の

割合をしたときの金額になっております。対価額が■■■■■円です。

これは芳野委員との共同あっせんです。以上です。 

 

議長   次に、その２の所有権移転について関係委員の説明を求めます。 

 

15番 長友嘉美委員 

 

長友嘉  15番長友がその２について説明いたします。譲渡人が■■■■さん、

譲受人が■■■■さん。所在が下富田■■■■■と■■■の田で面積

が併せて 1,811 ㎡で対価額が■■■■円で 10a あたり■■円です。公

告予定日が令和８年１月 28日になります。これは前田委員との共同あ

っせんです。以上です。 

 

議長   次に、その３の所有権移転について関係委員の説明を求めます。 

 

15番 長友嘉美委員 

 

長友嘉  15番長友がその３について説明いたします。譲渡人が■■■■さん、



譲受人が■■■■さん。所在が下富田■■■■で地目が田で面積が

4,027㎡です。対価額が■■■■■■円の 10aあたり■■円で公告年月

日が令和８年１月 28日になります。これも前田委員との共同あっせん

になります。以上です。 

 

議長   ただ今、議案第４号について説明が終わりましたが質問等はないで

すか。 

 

井﨑   ２番の■■■■さんは東京の人ですかね。 

 

事務局  妹さんが東京の方で、■■さん自体は町内です。 

 

井﨑   水稲を作るんですかね。 

 

事務局  調べたら WCS を作ってらっしゃって、周りの田んぼを作っていてそ

の隣を買うということです。 

 

井﨑   実際言って、前うちの上の畑のところの状況を先月会議が終わった

後に話をしていて、契約を結んでいないからそこの自分のところの分

はあれしていいんですかねといっていたら、草が茫々生えているとい

う話を聞いたもんだから、そういう人がちゃんと管理ができるんだろ

うかというのが一番の疑問なんですよね。現在また草が生えていたっ

て言っていたから。だから、上を管理が出来ないのにそういう風にしと

いて、あと観音山の下のところに自分所の田んぼを作った跡があるけ

ど何もしていないですよ。だから本当にできるのかと疑問で。ペットフ

ード作るとかなんとかと言っていたのも一切動きがみられないという

話なんで。ちゃんと作ってもらいたいと思います。 

 

議長   事務局を通じて指導をしてもらいますので。それでいいですかね。 

 

井﨑   はい。お願いします。 

 

議長   ほかに質問はないですか。 

 

議長   それでは、質問もないようですので採決いたします。 

議案第４号について承認される方の挙手を求めます。 

 



議長   挙手全員ですので、議案第４号については承認されました。 

                               

 

議長   次に、議案第５号「農用地利用集積等促進計画案（貸借権設定）につ

いて」を議題といたします。提案理由について事務局の説明を求めます。 

 

事務局  提案理由についてご説明いたします。議案第 58号農用地利用集積等

促進計画案につきましては、農地中間管理事業の推進に関する法律第

18条第 11項の規定に基づき、農用地利用集積等促進計画を定めるべき

ことを農地中間管理機構に対して要請するために議案として上程する

ものです。以上です。 

 

議長   それでは、その 1 からその 137 まで一括して事務局に説明を求めま

す。 

 

事務局  議案第５号についてご説明いたします。 

     農地中間管理事業の新田西地区ほか、個別案件で、賃貸借 107件、使 

用貸借 30件の合計 137件になります。以上、説明とします。 

 

議長   ただ今、議案第５号について説明が終わりましたが質問等はないで

すか。 

 

出口   賃借料の再設定というのは、貸付期間が終わったら機構が何かを通

じてこのままでいいんですかって来るんですか。例えば、今１万円のと

ころを次から１万５千円に上げるとか、５千円下げるとかそういう機

構から借手側に、貸手側に値段変更の設定をしますと来るのかなと。自

動継続になっているのか。 

 

事務局  農地管理課に聞いてみないと。 

 

出口   米が高くなったから上げるとか話を聞くので。 

 

事務局  基本、この契約は農地管理課が借りる人、貸す人を紐づけて話し合っ

た額を機構に上げるので、勝手に上げるという事はないですね。 

 

猪俣   ５年後に見直しが来ます。１０年契約ですわ。５年後に今いう様に価

格の変動があった時に賃料が１万円だったときに、今度、米が高くなり



ました。今言われたように５千円上げてくださいとか、５年見直しで中

間管理機構から来るからですよ。トータルは 10年契約で反１万円なら

１万円でということですが、変更が出来ないことはないです。 

 

出口   わかりました。聞かれたもんですから。 

 

議長   ほかに質問等はないですか。 

 

議長   質問等はないですか。 

 

議長   それでは、質問もないようですので採決いたします。 

議案第５号について承認される方の挙手を求めます。 

 

議長   挙手全員ですので、議案第５号については承認されました。 

 

                            

 

議長   次に、議案第６号「令和８年度農作業料金について」を議題といたし

ます。 

 

議長   議案の内容について事務局の説明を求めます。 

 

事務局  それでは事務局から説明申し上げます。 

     令和８年度の農作業（参考）料金につきましては、先日、開催されま 

した西都児湯農業委員会事務局長会議におきまして審議を行いました。 

審議には、尾鈴農業公社ほか国富町、ＪＡはまゆう等の作業料金を参考 

に行いました。昨今の資材や物価の高騰や最低賃金の改定を考慮した 

結果、荒代や田植えなどを１０％値上げした金額になりました。また、 

空中防除については水稲防除と畑作などのその他の防除と分けて記載 

いたしました。以上を踏まえて、令和８年度の新富町農作業料金を決定 

したいと思いますので審議をお願いいたします。説明は以上です。 

 

議長   ただ今、議案第６号について説明が終わりましたが、質問等はありま

せんか。 

 

猪俣   農作業賃金の話ですけど、西都児湯で決めたということですけど毎

年の話ですけど。宮崎の農業会議で年間の県内のトータルの標準を出



しますわ。そういう金額を見た時に西都児湯で川南の農業公社が入っ

ていますので、町単で出すのも難しい。農業会議が出しているのは県内

の平均値で出しているんですよね。１年間の各農業委員会の賃金が出

ているんですね会議所の場合は。その賃金に完全に合わせる形にはな

らないのかなと。稲刈り賃金が宮崎関係になってくると最低でも２万

円になっているからですよ。これをまた西都児湯となると川南が入っ

てくるから、毎年同じことを言うけどなかなか賃料が上げられないと

いうのがあるし、町単独で出しますということは言えないと。別途にな

っていますので、作業員関係、補助員関係以外にちょっと言ったら、農

業委員会で出ている単価がありますわと言われる。それで、「お宅の田

んぼは稲を刈ろうと思うけど半分倒れていますわ」とか、「水が溜まっ

ていて刈れないですわ」とか言っても中々、農業者というかお願いする

人がその分を見てちゃんと千円出すから刈ってくださいとか、向こう

から打診してくれればいいけど、こっちが１万８千円だけど、すいませ

んお宅のは倒れているからこれに２千円プラスして２万円になります

わとは中々言えないんですよ。そういうのもあるからですよ。中々難し

いところがあって、この金額で若干高ければいいかなあと思っても協

議会の中で言うとそういう事ができないなと思うし、町単で出すのも

なかなか難しいなあというのがあるからですよ。宮崎市の単価はすぐ

出るから比較するとうちは相当安いからですよ。だからそういうのも

参考にと思うんですけど。 

 

事務局  今回、去年皆さんから意見があって、協議会の事務局の方に話をしま

した。そうしたら色々、材料を集めて下さって。今までは三股、尾鈴ぐ

らいだったんですよ。先ほど説明したＪＡはまゆう、延岡、国富も今回

入っていますけど、作業料金を比較したんですよ。西都児湯が低い物も

あるし、そこそこの物もあるし、西都児湯が低い物は最低から上げよう

というスタンスで協議してこの金額は色々見比べて遜色のない落とし

どころにしました。県内も結構バラバラで、高いところがあったり安い

とこがあったり、うちのこの金額より安いところもあったりするんで

すけど、大体見て国富に近いような感じにはなったという事です。いま、

猪俣委員が言われたように条件でどうのこうのというのはあると思う

んですけど、２行目に書いてありますので、ここで相手の方に説明して

いただければいいのかなと思います。言われたように水が溜まってい

たり倒れていればそれだけ手間暇が掛るということで、ここにも書い

てあるとおり条件で上乗せをしてもらえないだろうかという話をして

もらえばという気がします。これはあくまでも参考ですので。８年度は



荒田耕起と畔ぬりと定置脱穀と稲わら梱包以外は全部上げています。 

 

議長   ほかにはないですか。 

 

議長   それでは、質問もないようですので採決いたします。 

議案第６号について、承認される方の挙手を求めます。 

 

議長   挙手が全員ですので、議案第６号については承認されました。したが

いまして、町ホームページ等により公表することといたします。 

 

                            

 

議長   以上で、令和８年１月 28日開会の第１回新富町農業委員会定例総会

に付議されました案件は、全て審議終了しました。 

これをもって閉会いたします。ありがとうございました。 

 

 

令和８年  月  日 

 

                    会  長            

 

                    署名委員            

 

                    署名委員            


